
令和８年度 第１回 
諸福中学校区学校運営協議会

令和8年6月24日（水）10:30～12:00
諸福小学校1階 「Go！リビング」



１ 委員の任命
第８条 協議会の委員は10名（2以上の学校について設置す
る場合は20名）以内とし、次に掲げる者のうちから、対象学
校の校長の推薦により、教育委員会が任命する
（１）保護者 （２）地域住民 （３）対象学校の運営
に資する活動を行う者 （４）対象学校の校長その他の職
員 （５）学識経験者 （６）その他教育委員会が適当
と認める者

２ 委員は、地方公務員法第３条第３項に規定する非常勤
の特別職とする

資料P7 学校運営協議会設置に関する規則



資料P4-5



４ 協議
（１）学校運営の基本方針について
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与
等に関する特別措置法等の一部を改正する
法律 （令和8年4月1日施行）

業務量管理・健康確保措置の実施に
関する内容を含める

資料P6



４ 協議
（２）小中連携について
本年度の小中一貫教育の取組
めざす子ども像
・自ら学習に取り組み、学び合える子ども
・お互いのよさを認め合い、心豊かで思いやりのある子ども
・基本的な生活習慣を身に付け、健康でたくましい子ども

授業公開・講演会 中学校開催
授業公開・小中交流  小学校開催

資料P12-13



４ 協議
（３）業務量管理・健康保持措置実施
「学校と教師の業務の3分類」校区取組協議
学校は、学校運営協議会等での議論を経て、優先順位を定
めながら、各校の実情に応じた運用を行う。

学校以外が担うべき業務
教師以外が積極的に参画すべき業務
教師の業務だが負担軽減を促進すべき業務

資料P14



「学校と教師の業務の3分類」
2019年中教審答申
「学校と教師が担う業務に係る3分類」

（2017年中教審部会において提示・協議）

2022文科調査 教員時間外 1か月平均
小ー72h20  中ー76h 高ー56h40

2025年9月 中教審特別部会
3分類の項目文言変更、14から19項目へ



2026年4月施行
公立学校の教育職員の業務量の適切な管理
その他教育職員の服務を監督する教育委員会
が教育職員の健康及び福祉の確保を図るため
に講ずべき措置に関する指針



「基本的には学校以外が担うべき業務」
→「学校以外が担うべき業務」

「学校の業務だが、必ずしも教師が担う必要のない
業務」
→「教師以外が積極的に参画すべき業務」

「教師の業務だが、負担軽減が可能な業務」
→「教師の業務だが負担軽減を促進すべき業務」

「3分類」の名称変更（2025年9月19日中教審）



「学校以外が担うべき業務」
・保護者等からの過剰な苦情や不当な要求等の学校では対応
が困難な事案への対応

「教師以外が積極的に参画すべき業務」
・学校の広報資料・ウェブサイトの作成・管理
・ICT機器・ネットワーク設備の日常的な保守・管理
・学校プールや体育館等の施設・設備の管理
・校舎の開錠・施錠

「3分類14項目」から「3分類19項目」へ
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